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� 今般の地方自治法の一部を改正する法律案において、「地

方公共団体が相互に連携する際の基本的な方針等を進める

連携協約制度」を創設されることは、近時の地方行政の環境

の変化を的確に捉えられ、時宜を得た制度を確立されるもの

と認識しているところであり、そのご努力について敬意を表し、

また、希求されている方向性について、強い賛意を表させて

いただきます。

1. 今般の地方自治法改正への賛意

2. 地方公共団体間（県と市町村間）の連携
の必要性の認識について

� 奈良県では、県下の市町村と県との連携の必要性につい

て、次のように考えてきましたが、今後の法改正においては、

その認識と同様の基本的認識を持っておられるものと思わ

れ、強い共感を覚えるものであります。
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（１）奈良県では、今後人口減少と高齢者人口比率の増加が進

むところであり、地方における行政サービスの提供の仕方に

ついて、旧来にないシステム改革が要求されているところで

す。

2. 地方公共団体間（県と市町村間）の連携
の必要性の認識について

奈良県の将来人口 奈良県の将来の高齢者人口と比率
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（２）平成の市町村大合併においては、市町村の組織拡充によ

る財政力強化と住民への行政サービスの維持向上が期待

されていた面があったと思われるが、奈良県の市町村合併

はこれ以上進まないと思われる一方、合併市における旧町

間のあつれき等により、合併市の市政運営に停滞が見受け

られる面もあり、合併による地方行政効率化は限界を迎え

ており、異なる手法による地方行政効率化が必要とされて

きているものと思われます。

2. 地方公共団体間（県と市町村間）の連携
の必要性の認識について
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2. 地方公共団体間（県と市町村間）の連携
の必要性の認識について

（３）奈良県下においては、過疎地を中心に、市町村の組織力、

財政力の脆弱な公共団体が多く存在し、「弱い者同士の合

併」では、地方行政力が強化されないものと考えられ、県と

の連携を視野に入れたシステムが必要と思われます。

・人口１万人未満が１８町村（全３９市町村の約半数）

cf. 全国では約３割

・人口千人当たりの職員数２０人以上が１０村

cf.全国平均は６．３人

・財政力指数０．２未満９村（全３９市町村の約１／４）

cf.全国では約１５％
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奈良県では、合併という形態ではない、地方行政組織の強化

の必要性がありましたが、それは、県と市町村間の連携を積極

的に推進することでした。それを進めるにあたっては、次のような

ことを基本的認識としました。

（１）県と市町村それぞれは同列の地方公共団体であり、一方

が他方を支配する関係ではなく、対等な立場に立っているこ

と。

（２）県と市町村は、憲法と国の法律が禁止しない限り、それぞ

れの地方議会の承認を得て、他の公共団体と自由な立場で

連携、協働を進められること。

3. 県と市町村の連携モデル構築における
基本的認識
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（３）県は、市町村と異なる視野を持ち、異なる役割分担

もできることを念頭に、積極的に連携、協働に努めるこ

と。サッカーにたとえると、県はピッチの外から、ピッチ

内の選手（市町村）の動きを観察することができるし、

ピッチに入れば、国（ディフ ェンス）と市町村（フォワ

ード）の間に立って、ミッドフィルダー、とりわけボラン

チとして、良きチームづくり（良い統治構造）に貢献で

き、オシム流に言えば、良きＭＦは賢く考え、よく走る

こと。

（４）県の役割を積極的に果たすため、統計を積極的に

活用すること。（Evidence-basedのＮＰＭ）

3. 県と市町村の連携モデル構築における
基本的認識

活発に動き回るＭＦ活発に動き回るＭＦ活発に動き回るＭＦ活発に動き回るＭＦ

市町村

市町村

市町村

市町村

県県県県

国
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（１）平成２０年から、県知事と県下市町村長全員で

「奈良県・市町村長サミット会議」を開始しました。

4. 奈良県と県下市町村の連携、協働
（奈良モデル）のこれまでの進め方

（２）同会議においては、先進的な取組をされている市長

（新潟市、呉市、安芸市、見附市等）を招いてご講演を賜

るとともに、有識者を招いて各種勉強会を実施しました。

（３）県からは、各テーマごとの統計的処理をした分析

資料を提示。各市町村の立ち位置の客観的認識と、差

異・優劣の意識、競争意識の醸成に努めました。

7



（分析資料の例）

4. 奈良県と県下市町村の連携、協働
（奈良モデル）のこれまでの進め方

8

奈良県内各市町村の経常収支比率の健康診断表（全国平均を目安に「健康」と「要治療」に区分）全国平均（９０．７）以上 全国平均（９０．７）未満
改善悪化

「要治療」であるが前年度よりも改善
「要治療」であるが前年度よりも悪化

「健康」でかつ前年度よりも改善
「健康」であるが前年度よりも悪化

黒滝村 93.3

99.3

△6.0ﾎﾟｲﾝﾄ 安堵町 91.3

94.7

△3.4ﾎﾟｲﾝﾄ 王寺町 92.9

94.4

△1.5ﾎﾟｲﾝﾄ 五條市 91.7

93.2

△1.5ﾎﾟｲﾝﾄ曽爾村 92.2

93.6

△1.4ﾎﾟｲﾝﾄ 奈良市 97.6

98.9

△1.3ﾎﾟｲﾝﾄ 桜井市 98.8

99.7

△0.9ﾎﾟｲﾝﾄ 橿原市 95.5

96.1

△0.6ﾎﾟｲﾝﾄ大和高田市 94.8

95.1

△0.3ﾎﾟｲﾝﾄ 広陵町 93.1

93.1

変動なし
上北山村 67.8

88.5

△20.7ﾎﾟｲﾝﾄ 野迫川村 68.8

89.4

△20.6ﾎﾟｲﾝﾄ 下北山村 80.4

91.7

△11.3ﾎﾟｲﾝﾄ 川上村 78.7

86.8

△8.1ﾎﾟｲﾝﾄ川西町 81.4

86.9

△5.5ﾎﾟｲﾝﾄ 三宅町 88.6

93.1

△4.5ﾎﾟｲﾝﾄ 生駒市 89.2

92.4

△3.2ﾎﾟｲﾝﾄ 天川村 81.9

84.9

△3.0ﾎﾟｲﾝﾄ御杖村 86.0

87.7

△1.7ﾎﾟｲﾝﾄ 大淀町 87.2

87.9

△0.7ﾎﾟｲﾝﾄ

御所市
96.0

95.3 ＋0.7ﾎﾟｲﾝﾄ天理市
100.5

99.6 ＋0.9ﾎﾟｲﾝﾄ 大和郡山市
92.1

91.0 ＋1.1ﾎﾟｲﾝﾄ吉野町
95.5

93.8

+1.7ﾎﾟｲﾝﾄ平群町
95.3

93.5 ＋1.8ﾎﾟｲﾝﾄ河合町
98.7

96.8 ＋1.9ﾎﾟｲﾝﾄ 高取町
92.1

89.6 ＋2.5ﾎﾟｲﾝﾄ斑鳩町
95.3

92.3 ＋3.0ﾎﾟｲﾝﾄ宇陀市
96.5

92.8 ＋3.7ﾎﾟｲﾝﾄ山添村
96.2

92.5 ＋3.7ﾎﾟｲﾝﾄ 三郷町
91.0

87.3 ＋3.7ﾎﾟｲﾝﾄ下市町
96.6

91.6 ＋5.0ﾎﾟｲﾝﾄ明日香村
98.5

90.6 ＋7.9ﾎﾟｲﾝﾄ 香芝市
89.7

89.0 ＋0.7ﾎﾟｲﾝﾄ東吉野村
89.7

88.8 ＋0.9ﾎﾟｲﾝﾄ田原本町
89.5

88.6 ＋0.9ﾎﾟｲﾝﾄ 上牧町
89.9

88.9 ＋1.0ﾎﾟｲﾝﾄ十津川村
81.0

78.7 ＋2.3ﾎﾟｲﾝﾄ葛城市
86.1

82.2 ＋3.9ﾎﾟｲﾝﾄ
市町村名平成23年度経常収支比率 平成24年度経常収支比率－平成23年度経常収支比率平成24年度経常収支比率※各項目の見方

９団体 １０団体

１３団体 ６団体

○経常収支比率が全国平均以上（「要治療である」）の団体は２３団体で、このうち９団体が前年度よりも改善し、１３団体が前年度よりも悪化。（１団体は変動なし）○経常収支比率が全国平均未満（「健康である」）の団体は１６団体で、このうち１０団体が前年度よりも改善し、６団体が悪化。

「健康」とは、経常収支比率が「健康」とは、経常収支比率が「健康」とは、経常収支比率が「健康」とは、経常収支比率が全国平均未満であることをいう。全国平均未満であることをいう。全国平均未満であることをいう。全国平均未満であることをいう。「要治療」とは、経常収支比率が「要治療」とは、経常収支比率が「要治療」とは、経常収支比率が「要治療」とは、経常収支比率が全国平均以上であることをいう。全国平均以上であることをいう。全国平均以上であることをいう。全国平均以上であることをいう。

平成２４年度奈良県内各市町村の税徴収率の健康診断表（全国平均を目安に「健康」と「要治療」に区分）全国平均（Ｈ２３決算：９３．７）未満 全国平均（Ｈ２３決算：９３．７）以上

改善悪化

「要治療」であり前年度よりも改善

「要治療」であるが前年度よりも悪化

「健康」でかつ前年度よりも改善

「健康」であるが前年度よりも悪化

田原本町 93.1

92.1

＋1.0ﾎﾟｲﾝﾄ 御所市 92.6

91.6

＋1.0ﾎﾟｲﾝﾄ 大淀町 92.0

91.0

＋1.0ﾎﾟｲﾝﾄ 曽爾村
92.0

＋0.9ﾎﾟｲﾝﾄ奈良市
91.3

安堵町 91.5

90.6

＋0.9ﾎﾟｲﾝﾄ 宇陀市 91.1

90.2

＋0.9ﾎﾟｲﾝﾄ 御杖村 93.2

92.5

＋0.7ﾎﾟｲﾝﾄ生駒市 91.4

90.7

＋0.7ﾎﾟｲﾝﾄ葛城市 93.2

93.2

変動なし

平群町 96.8

86.0

＋10.8ﾎﾟｲﾝﾄ 三宅町 98.0＋1.5ﾎﾟｲﾝﾄ 桜井市 95.5

94.0

＋1.5ﾎﾟｲﾝﾄ 東吉野村 94.9

93.6

＋1.3ﾎﾟｲﾝﾄ黒滝村 97.5

96.8

＋0.7ﾎﾟｲﾝﾄ 川西町 96.0

95.3

＋0.7ﾎﾟｲﾝﾄ 広陵町 95.2

94.6

＋0.6ﾎﾟｲﾝﾄ 吉野町 94.0

93.6

＋0.4ﾎﾟｲﾝﾄ王寺町 98.5

98.4

＋0.1ﾎﾟｲﾝﾄ 斑鳩町 95.6

95.5

＋0.1ﾎﾟｲﾝﾄ
大和郡山市

93.2

93.3 △0.1ﾎﾟｲﾝﾄ三郷町
90.1

90.4 △0.3ﾎﾟｲﾝﾄ 天川村
91.9

92.3 △0.4ﾎﾟｲﾝﾄ下市町
88.8

89.5 △0.7ﾎﾟｲﾝﾄ野迫川村
92.2

93.4 △1.2ﾎﾟｲﾝﾄ 上北山村
98.1

98.3 △0.2ﾎﾟｲﾝﾄ山添村
98.2

98.4 △0.2ﾎﾟｲﾝﾄ 95.8

96.1 △0.3ﾎﾟｲﾝﾄ下北山村
98.4

98.8 △0.4ﾎﾟｲﾝﾄ明日香村
97.3

97.8 △0.5ﾎﾟｲﾝﾄ十津川村
94.2

95.0 △0.8ﾎﾟｲﾝﾄ
市町村名平成23年度税徴収率 平成24年度税徴収率－平成23年度税徴収率平成24年度税徴収率※各項目の見方

１５団体 １１団体
５団体 ７団体

○税徴収率が全国平均以上（「健康」である）の団体は１８団体で、このうち１１団体が前年度よりも改善し、７団体が前年度よりも悪化。○税徴収率が全国平均未満（「要治療」である）の団体は２１団体で、このうち１５団体が前年度よりも改善し、５団体が悪化。（１団体は変動なし。）
92.9

96.5 河合町 95.3

95.2

＋0.1ﾎﾟｲﾝﾄ
川上村高取町

94.1

94.2 △0.1ﾎﾟｲﾝﾄ

92.2＋0.9ﾎﾟｲﾝﾄ 上牧町 91.5

90.9

＋0.6ﾎﾟｲﾝﾄ天理市 91.8

91.4

＋0.4ﾎﾟｲﾝﾄ 五條市 92.9

92.3

＋0.6ﾎﾟｲﾝﾄ 93.1

92.7

＋0.4ﾎﾟｲﾝﾄ香芝市橿原市 93.2

93.0

＋0.2ﾎﾟｲﾝﾄ大和高田市 91.4

91.2

＋0.2ﾎﾟｲﾝﾄ
「健康」とは、税徴収率が「健康」とは、税徴収率が「健康」とは、税徴収率が「健康」とは、税徴収率が全国平均以上であることをいう。全国平均以上であることをいう。全国平均以上であることをいう。全国平均以上であることをいう。「要治療」とは、税徴収率が「要治療」とは、税徴収率が「要治療」とは、税徴収率が「要治療」とは、税徴収率が全国平均未満であることをいう。全国平均未満であることをいう。全国平均未満であることをいう。全国平均未満であることをいう。



大和高田市

御杖村

大淀町

黒滝村 0
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村村村村

順順順順

位位位位

行動指標市町村平均順位行動指標市町村平均順位行動指標市町村平均順位行動指標市町村平均順位

御杖村

大淀町野迫川村 十津川村
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0510152025303540
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村村村村

順順順順

位位位位

行動指標市町村平均順位行動指標市町村平均順位行動指標市町村平均順位行動指標市町村平均順位

r=0.21

行動指標市町村平均順位と健康寿命の関連性

男性

r=-0.03

女性

4. 奈良県と県下市町村の連携、協働
（奈良モデル）のこれまでの進め方

（分析資料の例）
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4. 奈良県と県下市町村の連携、協働
（奈良モデル）のこれまでの進め方

（分析資料の例）
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（４）平成２２年３月には、連携・協働する候補として、

７３の業務を「奈良県・市町村長サミット」で選定

4. 奈良県と県下市町村の連携、協働
（奈良モデル）のこれまでの進め方

消防の広域化

情報システム共同化

市町村の国民健康保険のあり方

市町村税の税収強化

水道運営の連携

し尿処理、一般廃棄物焼却施設の管理運営

【７３業務の主な例】

11



（５）その後、連携、協働の候補の中から、具体的な成果

が上がってきているものも幾つか出てきています。

また、新しい対象業務が出てくる一方、県と市町村の

協議の場が多様化してきています。

4. 奈良県と県下市町村の連携、協働
（奈良モデル）のこれまでの進め方

消防の広域化

情報システム共同化

南和地域（過疎地域）の医療提供体制の充実

消費生活相談窓口

市町村管理の道路施設補修工事の支援

【具体的な成果が出てきているもの】
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4. 奈良県と県下市町村の連携、協働
（奈良モデル）のこれまでの進め方

エネルギー政策

県・市町村を通じた人事管理

移動ニーズに応じた交通サービスの実現

循環型社会の「奈良モデル」構築（ごみ処理）

【新しく連携・協働業務に取り上げてきたもの】
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4. 奈良県と県下市町村の連携、協働
（奈良モデル）のこれまでの進め方

多様な協議の場として、新設されたもの

【地域振興懇話会】

葛城地域振興懇話会

大和高原（東吉野）地域振興懇話会

西和地域振興懇話会 など

【テーマ別懇話会】

県域水道ファシリティマネジメント懇話会

奈良県消防広域化協議会 など

14 



（１）当初、県下の連携・協働の進め方のパターンとして次の

ようなものを想定してスタートしました。

5. 奈良県の県・市町村の連携・協働の
進め方の進化

① 市町村間で連携、協働されるものを県が積極的に事務

支援、財政支援を行う（水平連携に対する県支援型）

（具体例）

・消防の広域化

奈良県広域消防組合（３７市町村１消防本部）

（平成２６年４月１日設立）

・南和地域（過疎地域）医療提供体制の充実

３つの公立病院を１つの広域医療体制に

・情報システム共同化

７市町の２２業務共同クラウド化、戸籍システムの共同化など

積極的な調整・（参加）積極的な調整・（参加）積極的な調整・（参加）積極的な調整・（参加）

市市

町町 村村

奈良県奈良県奈良県奈良県

15 



5. 奈良県の県・市町村の連携・協働の
進め方の進化

② 市町村が実施すべき事務ではあるが、職員不足等によ

り、市町村が充分な事務を行えない場合、県がその事務

を代行する（代替執行、逆権限移譲による県支援型）

（具体例）

• 橋梁の定期点検等の代替執行

県が市町村からの橋梁点検及び長寿命

化計画策定を受託 し、橋梁修繕事業を

推進

• 市町村税徴収の代替執行

市町村へ県職員を派遣し、滞納整理を

実施

垂直補完

（代替執行・逆権限移譲）

市町村市町村

奈良県奈良県奈良県奈良県
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5. 奈良県の県・市町村の連携・協働の
進め方の進化

③ 市町村が望む場合、県の事務であっても、市町村に事

務執行を委任または権限を移譲する（県の事務委任によ

る合理的役割分担型）

（具体例）

• 奈良県風致地区条例に基づく建築物等

の新築等の許可（明日香村）

• 文化財保護法に基づく史跡名勝天然記

念物の現状変更許可等（斑鳩町ほか）

権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲

市町村市町村

奈良県奈良県奈良県奈良県
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（２）その後、奈良県と県下市町村が有している資源（人的資源、財

財 政的資源、施設、土地）を県域ニーズに対応して、協働して、

有 有効に活用する発想、マネジメントの発想に発展。

5. 奈良県の県・市町村の連携・協働の
進め方の進化

① 県内の主な資源は次のとおり

人的資源 県職員 １万７千人（行政職員：４千人、警察職員：３千人、

教職員（県費負担教職員含む。）：１万人）

市町村職員 １万３千人

財政資源 県予算 ４，７７１億円

市町村予算合計 ５，１６３億円

公的施設 県庁施設、役場施設、学校、文化会館、体育館、病院等

インフラ 道路、河川、公園、緑地、山林等

18 



5. 奈良県の県・市町村の連携・協働の
進め方の進化

② 県土マネジメント部

総務部ファシリティマネジメント室の創設

ファシリティマネジメント、エリアマネジメントなどの組織的な取組の充実
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１ 道路橋梁の維持管理（事務の代替執行）

２ 市町村税の徴税強化（広域連携と事務代替執行の組み合

わせ）

３ 自治体クラウド

４ 水道運営の連携（広域連携と事務代替執行の組み合わせ）

５ 過疎地域である南和地域の広域医療提供体制

６ 消防の広域化

７ 移動ニーズに応じた交通サービス実現（バス路線）

８ 循環型社会の構築（ごみ共同処理）

９ 健康長寿日本一

6. これまでの奈良モデルの取組事例と
これから取り組もうとしている例

20



垂直補完のながれ ・橋梁長寿命化修繕計画は、まず『点検』を実施し、その結果に基づき『計画

策定』を行うため、橋梁点検については管轄の土木事務所でとりまとめ、『計

画策定』については、県庁でとりまとめて、それぞれ実施。

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

県（道路管理課）

計画策定
橋梁点検

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

Ｇ土木事務所
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１ 道路橋梁の維持管理（事務の代替執行）

垂直補完の進捗

3

15

24

86

3

7

15
6

10

7

23

1

22
32

6

点検完了市町村（垂直補完以外）計画策定完了市町村（垂直補完）計画策定完了市町村（垂直補完以外）長寿命化修繕事業着手市町村
点検

事業

着手

16

計画

策定

長寿命化修繕事業の進捗

平成22年度から垂直補完を実施し、着実に橋梁の修繕事業の推進を図る（市町村数）

（年度）

点検完了市町村（垂直補完）
・平成22年度から着手した垂

直補完の推進により着実に進

捗

・平成24年度末には県内全市

町村の橋梁点検が完了

・平成25年度末には県内全市

町村の計画策定が完了

平成25年度は、１６の市町村

で長寿命化修繕事業を実施
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・２市が連携し、相互に徴収職員を併任(派遣)

・滞納整理強化のための協働徴収実施体制を整備し、協働徴収を実施

代替執行・逆権限移譲

２ 市町村税の徴税強化（広域連携と事務代替執行の組み合わせ）



• ７市町が住民情報、税務

など２２業務について、共

同利用

• 平成22年度から順次稼働

• 今後も拡大の予定

・共同クラウド化

・個別業務システムの共同化

財務会計システム ２市×１グループ、２町×１グループ

人事給与システム ５市町×１グループ、６市町×１グループ

公有財産管理システム ３市町×１グループ

水道会計システム ６市町×１グループ、７町村×１グループ

戸籍システム ２市村×１グループ、７町村×１グループ

２町村×１グループ

23 

３．自治体クラウド



県営水道と市町村水道を、「県域水道」として一

体ととらえ、あるべき姿として策定

県域水道ビジョンの策定（平成２３年１２月）

施設投資の最適化

業務の効率化

水源の適正利用

自
然
的
条
件
、
浄
水
場
の

規
模
や
施
設
形
態
な
ど
の

特
性
で
、
３
つ
の
エ
リ
ア
に

区
分

３
つ
の
着
眼

点

＜県営水道エリア＞

県営水道を軸とした

垂直連携

＜五條・吉野エリア＞

五條市・吉野３町の

水平連携

＜簡易水道エリア＞

管理の一元化による

運営基盤の強化

４ 水道運営の連携（広域連携と事務代替執行の組み合わせ）

施設投資の最適化に向けた検討・実施

○県営水道料金の改定（２５年４月より）

水需要動向を踏まえた県営水道施設更新

改良抑制等により、料金単価を引き下げ

改定前

改定後

140円／㎥

基準内水量：130円／㎥

超過水量： 90円／㎥

料金単価の

引き下げ

二段階従量

料金制の導入

業務共同化に向けた検討・実施

○来年度からの実施を目指す業務

検討中の業務

・検針（メーターの検針値読み取り、ハンディターミナルへの入力、

「使用量のお知らせ」の出力・交付等）

５市町村で単年度の

個別外部委託

・滞納整理（文書・電話・現地訪問による督促、給水停止、法的措置）

○県水への転換

・広陵町 平成24年10月

・桜井市 平成29年度（予定）
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・町立大淀病院

・県立五條病院

・国保吉野病院

３つの公立病院を１つの広域医療拠点に連携（南和広域医療組合）
救急病院

新設（H28年7月）
地域医療

センター

（県立五條

病院を改修）

地域医療

センター

（国保吉野

病院を改

修）

３つの公立病院（急性期）がそれぞれ医療を提供

25 

• １２市町村とともに、県が構成員として参加する全国でも珍しい一部事

務組合で３病院を運営

• ９つのへき地診療所も広域医療連携のメンバーに

・過疎債の活用

・県が財政支援

・県が県立医大に医師派遣を要請

５ 過疎地域である南和地域の広域医療提供体制



奈良県広域奈良県広域奈良県広域奈良県広域

消防組合消防組合消防組合消防組合

（３７市町村１消防本部）

【将来】

１１消防本部１１消防本部１１消防本部１１消防本部

（奈良市・生駒市を除く

３７市町村の消防本部）

【現状】

消防の組織体制消防の組織体制消防の組織体制消防の組織体制

26

６．消防の広域化

○増加する救急搬送や複雑多様化・大規模化する災害に対して、迅速かつ効率的に対応するた

め、消防を広域化して体制の充実強化を図ります。

平成26年４月１日に、

広域消防組合が設立されました。

消防の初動体制・増援体制の強化とともに、

経費負担の軽減が図れるようになります。

交通事故死の減少も含めて、

安全安心日本一を目指す。

（段階的実施）

○平成26年４月 総務部門統合

○平成28年 通信指令部門統合

○平成33年 現場部門統合

６ 消防の広域化



７ 移動ニーズに応じた交通サービス実現（バス路線）

○急速に進む高齢化や地域公共交通の衰退等といった、人々の移動に関する課題や社会的要請

等を踏まえ移動ニーズに応じた交通サービスを実現するため、検討を進めています。

28

●奈良県公共交通条例が施行されました。●奈良県公共交通条例が施行されました。●奈良県公共交通条例が施行されました。●奈良県公共交通条例が施行されました。

県の責務や関係者の連携・協働を基本理念県の責務や関係者の連携・協働を基本理念県の責務や関係者の連携・協働を基本理念県の責務や関係者の連携・協働を基本理念とした「奈良県公共交通条

例」が、議員提案により、昨年７月１７日に施行されました。

→→→→県は、公共交通の広域的なネットワークを確保し、市町村や公

共交通事業者を支援します。

●奈良県地域交通改善協議会を実施しています。●奈良県地域交通改善協議会を実施しています。●奈良県地域交通改善協議会を実施しています。●奈良県地域交通改善協議会を実施しています。

（国の法律改正は追随）（国の法律改正は追随）（国の法律改正は追随）（国の法律改正は追随）

「誰がどのように運行するのか」、「誰がどれだけ負担するのか」「誰がどのように運行するのか」、「誰がどれだけ負担するのか」「誰がどのように運行するのか」、「誰がどれだけ負担するのか」「誰がどのように運行するのか」、「誰がどれだけ負担するのか」な

ど、関係者間で個別路線ごとの協議を進めています。

こ
れ
ま
で
の
経
緯

■平成２４年１０月

バス事業者により、県中南部を走る２５路線については、行政か

らの支援なしでは維持が困難であるとの申し入れがありました。

■平成２５年２月～

地域交通に関わる関係者（県、市町村、公共交通事業者など）

の総力を結集するため、「奈良県地域交通改善協議会」を立ち

上げ、これまて４回協議しており、現在個別路線ごとに話し合い

を進めています。

現在の取組状況について現在の取組状況について現在の取組状況について現在の取組状況について
バス事業者による維持が困難バス事業者による維持が困難バス事業者による維持が困難バス事業者による維持が困難

となっている２５路線となっている２５路線となっている２５路線となっている２５路線
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都道府県では

全国初



１．奈良モデル推進の必要性･効果の認識共有

県・市町村長サミット「奈良モデル検討会」（平成県・市町村長サミット「奈良モデル検討会」（平成県・市町村長サミット「奈良モデル検討会」（平成県・市町村長サミット「奈良モデル検討会」（平成22222222～～～～23232323年度）年度）年度）年度）

広域及び効果・効率的な事業規模やシステム構築の観点から、一般廃棄物処理の広域化等

について検討し、奈良モデルにより施策を推進することの必要性や効果の認識を共有

２．プロジェクト化（中長期計画）

新奈良県廃棄物処理計画に位置付け（平成新奈良県廃棄物処理計画に位置付け（平成新奈良県廃棄物処理計画に位置付け（平成新奈良県廃棄物処理計画に位置付け（平成24242424年度）年度）年度）年度）

サミットの検討成果を継承して、４つの「奈良モデル・プロジェクト」を計画

（１）一般廃棄物処理の広域化（１）一般廃棄物処理の広域化（１）一般廃棄物処理の広域化（１）一般廃棄物処理の広域化 （３）廃棄物の減量化・再生利用の推進（３）廃棄物の減量化・再生利用の推進（３）廃棄物の減量化・再生利用の推進（３）廃棄物の減量化・再生利用の推進

（２）災害廃棄物処理対策の推進（２）災害廃棄物処理対策の推進（２）災害廃棄物処理対策の推進（２）災害廃棄物処理対策の推進 （４）不法投棄・使用済家電等対策の強化（４）不法投棄・使用済家電等対策の強化（４）不法投棄・使用済家電等対策の強化（４）不法投棄・使用済家電等対策の強化

８ 循環社会の構築（ごみ共同処理）

３．県予算事業化

循環型社会推進「奈良モデル・プロジェクト」（平成循環型社会推進「奈良モデル・プロジェクト」（平成循環型社会推進「奈良モデル・プロジェクト」（平成循環型社会推進「奈良モデル・プロジェクト」（平成25252525年度～）年度～）年度～）年度～）

サミット及び循環型社会推進「奈良モデル・プロジェクト会議※」（平成25年5月設置）等により、

４つの奈良モデルプロジェクトの推進方針及び調査・検討状況などの情報を共有しながら、

具体事業の計画・実施を促進 ※構成：県・市町村担当課長等 開催：年２回程

８ 循環型社会の構築（ごみ共同処理）
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医療費、介護費の抑制を図るため、「健康寿命日本一」「健康寿命日本一」「健康寿命日本一」「健康寿命日本一」の達成に向け市町村と協働

○がん検診受診に関する住民の実態・意識調査

○個別受診勧奨・未受診者への再勧奨

○効果的な普及啓発方法の検討

【主な取組】

国立がん研究センター研究班等の専門家の助言を受けながら実施

２．健康寿命の延長に大きく寄与する「健康行動」を２テーマ選定し、２．健康寿命の延長に大きく寄与する「健康行動」を２テーマ選定し、２．健康寿命の延長に大きく寄与する「健康行動」を２テーマ選定し、２．健康寿命の延長に大きく寄与する「健康行動」を２テーマ選定し、

協働市町村を募集予定協働市町村を募集予定協働市町村を募集予定協働市町村を募集予定

１．がん検診の受診率向上１．がん検診の受診率向上１．がん検診の受診率向上１．がん検診の受診率向上

９ 健康長寿日本一
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